
令和７年厚木市教育委員会１１月定例会日程 
 

日時 令和７年11月25日(火) 

午後２時から 

場所 第二庁舎４階教育委員会会議室 
 

１ 開会 
 
 

２ 教育長報告 
 
 

３ 審議事項 

日程１ 議案第37号 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を 

改正する条例について              【教育総務課】 

日程２ 議案第38号 厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例及び厚木市病院事

業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

【教育総務課】 

日程３ 議案第39号 令和７年度教育予算補正について（一般会計）     【教育部】 
日程４ 議案第40号 厚木市久保奨学金奨学生選考委員会委員の委嘱について 

【教育総務課】 
 
 

４ 報告事項 

(1) 事務の臨時代理の報告について（厚木市中学校部活動の今後の在り方に関する諮問につ

いて）                        【教育指導課】（資料１） 

(2) 第16回厚木こども科学賞受賞者について         【教育指導課】（資料２） 

(3) 令和６年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果

について           【教育指導課・青少年教育相談センター】（資料３） 

(4) いじめ防止対策推進法「重大事態」に係る再発防止策について 
【教育指導課】（資料４） 

 

４ 閉会 



 - 1 -

令和７年１１月定例教育委員会教育長報告 

 

令和７年１０月２８日（火）に開催されました１０月定例会以後の主な行事等 

２０件につきまして、御報告申し上げます。 

 

 

１ １１月 ２日（日）   依知北公民館ほか 

  令和７年度 公民館まつり 

  ○訪問地区 ３地区（依知北、厚木南、南毛利南） 

  

２ １１月 ４日（火）   本厚木駅北口広場・南口 

令和７年度 秋のこどもまんなか月間街頭キャンペーン 

○参加者数 41人 

 

３ １１月 ６日（木）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  令和７年度 第４回厚木市小・中学校長会議 

 

４ 同  日        厚木市役所本庁舎 ３階 特別会議室 

  厚木市小中学校通学区域再編成委員会委員委嘱状交付式 

  ○委嘱委員数 10人 

 

５ 同  日        厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  厚木市中学校部活動の在り方検討委員会への諮問 

 

６ 同  日        厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  第39回全日本硬式空手道選手権大会 錬桜会市長表敬訪問 

  ○訪問者 代表、選手（小・中学生）10人  

 

７ １１月 ７日（金）   戸室小学校体育館 

  厚木市立戸室小学校50周年バースデーパーティー 

 

８ １１月 ８日（土）   森の里公民館ほか 

  令和７年度 公民館まつり 

  ○訪問地区 ３地区（森の里、睦合北、緑ケ丘） 
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９ 同  日（１１月８日） 厚木公園 

  にぎわい爆発あつぎ国際大道芸2025開会式 

 

10 １１月１０日（月）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

寄附贈呈式 

○寄附物品 雑巾800枚 

○出席者  厚木愛甲地区更生保護女性会会長、副会長、ふれあい部会長 

 

11 １１月１３日（木）   厚木合同庁舎１号館 ２階 応接会議室 

令和７年度 第２回厚木市・愛川町・清川村教育長連絡会 

 

12 １１月１４日（金）   厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  友好都市締結40周年記念訪問団 市長表敬訪問 

  ○訪問者 横手市長、秘書広報課長・秘書係長・広報係長  

 

13 １１月１５日（土）   アミューあつぎ ５階  

市民交流プラザアートギャラリー 

  横手市増田まんが美術館厚木出張所 オープニングセレモニー 

   

14 同  日        荻野公民館 

  令和７年度 公民館まつり 

  ○訪問地区 荻野地区 

 

15 同  日        厚木南公民館 体育館 

  令和７年度 ＰＴＡ会長と教育関係者との研究会 

  ○参加者 75人 

 

16 １１月１８日（火）   厚木商工会議所 ５階 会議室 

  令和７年度 厚木市青少年発明コンクール及び 

第79回 あつぎ鮎まつり思い出絵画コンクール表彰式 

 

17 １１月１９日（水）   厚木税務署 

  厚木・愛甲租税教育推進協議会総会 
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18 １１月２０日（木）   厚木市文化会館小ホール 

  第30回 厚木地区私立幼稚園大会 

   

19 １１月２２日（土）   厚木市文化会館小ホール 

令和７年度 第67回神奈川県ＰＴＡ大会 

 

20 １１月２３日（日）   厚木市文化会館小ホール 

  第50回 厚木市青少年健全育成大会 



議案第３７号 
 
 

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について 
 
 
厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、別紙のとおり同意する。 
 
 
  令和７年１１月２５日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長

から意見を求められたので、これに同意する。 
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厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

 

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年厚木市

条例第16号）の一部を次のように改正する。 

別表の15の項から100の項までを次のように改める。 

15 社会教育委員 議長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

16 農地利用最適化推進委員 月額 39,400円 

17 スポーツ推進審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

18 総合計画審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

19 国民健康保険運営協議会の

委員 

会長 日額 11,000円 

副会長 日額 10,600円 

委員 日額 10,000円 

20 民生委員推薦会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

21 住居表示審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

22 防災会議の委員 日額 10,000円 

23 消防審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

24 市史編さん委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

25 青少年問題協議会の委員 日額 10,000円 

26 特別職報酬等審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

27 下水道運営審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

28 都市計画審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

29 青少年教育相談センター運

営協議会の委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

30 公務災害補償等認定委員会

の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

31 公務災害補償等審査会の委

員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

32 図書館協議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 
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33 学校給食センター運営委員

会の委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

34 学校事故審査委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

35 緑を豊かにする審議会の委

員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

36 地震災害警戒本部の本部員 日額 10,000円 

37 表彰審査委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

38 教育支援委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

39 小中学校通学区域再編成委

員会の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

40 建築審査会の委員 会長 日額 16,100円 

委員 日額 15,100円 

41 名誉市民選考委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

42 行政改革調査委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

43 環境審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

44 旅館等建築審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

45 情報公開・個人情報保護・

公文書等管理審査会の委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

部会長 日額 16,100円 

部会員 日額 15,100円 

46 保健福祉審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

47 文化財保護審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

48 住宅運営審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

49 介護認定審査会の委員 会長 日額 25,000円 

委員 日額 20,000円 

（合 議体 の長 であ

る委員にあっては、

25,000円） 

50 開発審査会の委員 会長 日額 16,100円 

委員 日額 15,100円 
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51 病院運営審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

52 まちづくり審議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

53 特定開発事業紛争調停委員

会の委員 

委員長 日額 16,100円 

委員 日額 15,100円 

54 国民保護協議会の委員 日額 10,000円 

55 障害者介護給付費等の支給

に関する審査会の委員 

会長 日額 25,000円 

委員 日額 20,000円 

（合議体の長及び医

師である委員にあっ

ては、25,000円） 

56 法令遵守審査会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

57 自治基本条例推進委員会の

委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

58 退職手当審査会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

59 市民協働推進委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

60 労働報酬審議会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

61 セーフコミュニティ推進委

員会の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

62 文化芸術振興委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

63 子ども育成推進委員会の委

員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

64 観光振興推進委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

65 里地里山保全等促進委員会

の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 
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66 いじめ防止対策委員会の委

員 

委員長 日額 11,000円 

（医師及び弁護士で

ある委員長にあって

は、24,000円（２時間

を超えて調査審議を

行った場合は、１時間

（１時間未満の端数

がある場合において、

その端数が30分以上

のときは１時間とし、

30分未満のときは切

り捨てる。）につき12,

000円を24,000円に加

算して得た額）。次項

において同じ。） 

委員 日額 10,000円 

（医師及び弁護士で

ある委員にあっては、

23,000円（２時間を超

えて調査審議を行っ

た場合は、１時間（１

時間未満の端数があ

る場合において、その

端数が30分以上のと

きは１時間とし、30分

未満のときは切り捨

てる。）につき11,500

円を23,000円に加算

して得た額）。次項に

おいて同じ。） 

67 いじめ問題調査委員会の委

員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

68 久保奨学金奨学生選考委員

会の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

69 行政不服審査会の委員 会長 日額 16,100円 

委員 日額 15,100円 

70 空家等対策協議会の委員 委員 日額 10,000円 

71 まち・ひと・しごと創生総

合戦略会議の委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

72 庁舎建設等検討委員会の委

員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 
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73 公共施設最適化検討委員会

の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

74 指定管理者選定評価委員会

の委員 

委員長 日額 16,100円 

委員 日額 15,100円 

75 地域包括ケア推進会議の委

員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

76 高齢者支援検討会議の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

77 地域包括支援センター運営

協議会の委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

78 

 

健康食育推進協議会の委員 

 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

79 男女共同参画推進委員会の

委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

80 人権施策推進協議会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

81 生涯学習推進会議の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

82 野生鳥獣等対策協議会の委

員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

83 松川サク工業振興基金委員

会の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

84 中心市街地商店街空店舗対

策事業補助金審査会の委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

85 あつぎ食ブランド選定委員

会の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

86 地域公共交通会議の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

87 市史編集専門委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

88 教育振興基本計画審議会の

委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

（部会の長である委

員にあっては、11,000

円） 

89 こどもアート展審査会の委

員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

90 和田傳文学賞審査会の委員 会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 
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91 厚木こども科学賞審査会の

委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

92 教科用図書採択検討委員会

の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

93 あつぎ郷土博物館協議会の

委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

94 災害弔慰金等支給審査会の

委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

95 産業振興推進委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

96 予防接種健康被害調査委員

会の委員 

委員長 日額 25,000円 

委員 日額 20,000円 

97 環境教育等推進協議会の委

員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

98 廃棄物減量等推進審議会の

委員 

会長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

99 農業振興推進委員会の委員 委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

100 新たな交流拠点検討委員会

の委員 

委員長 日額 11,000円 

委員 日額 10,000円 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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新旧対照表 
※ 下線部分が変更部分 

新 旧 
別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
番

号 
職名 報酬額 

略 略 略 
1
5 

社会教育委員 議長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

1
6 

農地利用最適化推進委

員 
月

額 
39,400円 

1
7 

スポーツ推進審

議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

1
8 

総合計画審議会

の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

1
9 

国民健康保険運

営協議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

副会

長 
日

額 
10,600円 

委員 日

額 
10,000円 

2
0 

民生委員推薦会

の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

2
1 

住居表示審議会

の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

2
2 

防災会議の委員 日

額 
10,000円 

2
3 

消防審議会の委

員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

2
4 

市史編さん委員

会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

2
5 

青少年問題協議会の委

員 
日

額 
10,000円 

    

番

号 
職名 報酬額 

略 略 略 
1
5 

社会教育委員 議長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

1
6 

農地利用最適化推進委

員 
月

額 
39,400円 

1
7 

スポーツ推進審

議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

1
8 

総合計画審議会

の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

1
9 

国民健康保険運

営協議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

副会

長 
日

額 
8,400円 

委員 日

額 
7,800円 

2
0 

民生委員推薦会

の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

2
1 

住居表示審議会

の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

2
2 

防災会議の委員 日

額 
7,800円 

2
3 

消防審議会の委

員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

2
4 

市史編さん委員

会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

2
5 

青少年問題協議会の委

員 
日

額 
7,800円 

    

参考資料 
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2
6 

特別職報酬等審

議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

2
7 

下水道運営審議

会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

2
8 

都市計画審議会

の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

2
9 

青少年教育相談

センター運営協

議会の委員 

会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

3
0 

公務災害補償等

認定委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

3
1 

公務災害補償等

審査会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

3
2 

図書館協議会の

委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

3
3 

学校給食センタ

ー運営委員会の

委員 

会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

3
4 

学校事故審査委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

3
5 

緑を豊かにする

審議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

3
6 

地震災害警戒本部の本

部員 
日

額 
10,000円 

3
7 

表彰審査委員会

の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

     

2
6 

特別職報酬等審

議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

2
7 

下水道運営審議

会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

2
8 

都市計画審議会

の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

2
9 

青少年教育相談

センター運営協

議会の委員 

会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

3
0 

公務災害補償等

認定委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

3
1 

公務災害補償等

審査会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

3
2 

図書館協議会の

委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

3
3 

学校給食センタ

ー運営委員会の

委員 

会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

3
4 

学校事故審査委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

3
5 

緑を豊かにする

審議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

3
6 

地震災害警戒本部の本

部員 
日

額 
7,800円 

3
7 

表彰審査委員会

の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 
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3
8 

教育支援委員会

の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

3
9 

小中学校通学区

域再編成委員会

の委員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

4
0 

建築審査会の委

員 
会長 日

額 
16,100円 

委員 日

額 
15,100円 

4
1 

名誉市民選考委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

4
2 

行政改革調査委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

4
3 

環境審議会の委

員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

4
4 

旅館等建築審議

会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

4
5 

情報公開・個人

情報保護・公文

書等管理審査会

の委員 

会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 
 

部会

長 
日

額 
16,100円 

部会

員 
日

額 
15,100円 

4
6 

保健福祉審議会

の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

4
7 

文化財保護審議

会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

4
8 

住宅運営審議会

の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

     

3
8 

教育支援委員会

の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

3
9 

小中学校通学区

域再編成委員会

の委員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

4
0 

建築審査会の委

員 
会長 日

額 
16,100円 

委員 日

額 
15,100円 

4
1 

名誉市民選考委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

4
2 

行政改革調査委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

4
3 

環境審議会の委

員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

4
4 

旅館等建築審議

会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

4
5 

情報公開・個人

情報保護・公文

書等管理審査会

の委員 

会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 
(部会の長

である委

員にあっ

ては、8,8
00円) 

4
6 

保健福祉審議会

の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

4
7 

文化財保護審議

会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

4
8 

住宅運営審議会

の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 
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4
9 

介護認定審査会

の委員 
会長 日

額 
25,000円 

委員 日

額 
20,000円 
(合議体の

長である

委員にあ

っては、2
5,000円) 

5
0 

開発審査会の委

員 
会長 日

額 
16,100円 

委員 日

額 
15,100円 

5
1 

病院運営審議会

の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

5
2 

まちづくり審議

会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

5
3 

特定開発事業紛

争調停委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
16,100円 

委員 日

額 
15,100円 

5
4 

国民保護協議会の委員 日

額 
10,000円 

5
5 

障害者介護給付

費等の支給に関

する審査会の委

員 

会長 日

額 
25,000円 

委員 日

額 
20,000円 
(合議体の

長及び医

師である

委員にあ

っては、2
5,000円) 

5
6 

法令遵守審査会

の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

5
7 

自治基本条例推

進委員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

5
8 

退職手当審査会

の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

     

4
9 

介護認定審査会

の委員 
会長 日

額 
25,000円 

委員 日

額 
20,000円 
(合議体の

長である

委員にあ

っては、2
5,000円) 

5
0 

開発審査会の委

員 
会長 日

額 
16,100円 

委員 日

額 
15,100円 

5
1 

病院運営審議会

の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

5
2 

まちづくり審議

会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

5
3 

特定開発事業紛

争調停委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
16,100円 

委員 日

額 
15,100円 

5
4 

国民保護協議会の委員 日

額 
7,800円 

5
5 

障害者介護給付

費等の支給に関

する審査会の委

員 

会長 日

額 
25,000円 

委員 日

額 
20,000円 
(合議体の

長及び医

師である

委員にあ

っては、2
5,000円) 

5
6 

法令遵守審査会

の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

5
7 

自治基本条例推

進委員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

5
8 

退職手当審査会

の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 
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5
9 

市民協働推進委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

6
0 

労働報酬審議会

の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

6
1 

セーフコミュニ

ティ推進委員会

の委員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

6
2 

文化芸術振興委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

6
3 

子ども育成推進

委員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

6
4 

観光振興推進委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

6
5 

里地里山保全等

促進委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

     

5
9 

市民協働推進委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

6
0 

労働報酬審議会

の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

6
1 

セーフコミュニ

ティ推進委員会

の委員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

6
2 

文化芸術振興委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

6
3 

子ども育成推進

委員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

6
4 

観光振興推進委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

6
5 

里地里山保全等

促進委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 
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6
6 

いじめ防止対策

委員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円
(医師及び

弁護士で

ある委員

長にあっ

ては、

24,000円
(2時間を超

えて調査

審議を行

った場合

は、1時間

(1時間未満

の端数が

ある場合

におい

て、その

端数が30
分以上の

ときは1時
間とし、

30分未満

のときは

切り捨て

る。)につ

き12,000
円を

24,000円
に加算し

て得た

額)。次項

において

同じ。) 

6
6 

いじめ防止対策

委員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 
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委員 日

額 
10,000円 
(医師及び

弁護士で

ある委員

にあって

は、

23,000円
(2時間を超

えて調査

審議を行

った場合

は、1時間

(1時間未満

の端数が

ある場合

におい

て、その

端数が30
分以上の

ときは1時
間とし、

30分未満

のときは

切り捨て

る。)につ

き11,500
円を

23,000円
に加算し

て得た

額)。次項

において

同じ。) 
6
7 

いじめ問題調査

委員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

6
8 

久保奨学金奨学

生選考委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

6
9 

行政不服審査会

の委員 
会長 日

額 
16,100円 

委員 日

額 
15,100円 

7
0 

空家等対策協議

会の委員 
委員 日

額 
10,000円 

     

委員 日

額 
7,800円 

6
7 

いじめ問題調査

委員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

6
8 

久保奨学金奨学

生選考委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

6
9 

行政不服審査会

の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
0 

空家等対策協議

会の委員 
委員 日

額 
7,800円 
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7
1 

まち・ひと・し

ごと創生総合戦

略会議の委員 

会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

7
2 

庁舎建設等検討

委員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

7
3 

公共施設最適化

検討委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

7
4 

指定管理者選定

評価委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
16,100円 

委員 日

額 
15,100円 

7
5 

地域包括ケア推

進会議の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

7
6 

高齢者支援検討

会議の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

7
7 

地域包括支援セ

ンター運営協議

会の委員 

会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

7
8 

健康食育推進協

議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

7
9 

男女共同参画推

進委員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

8
0 

人権施策推進協

議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

8
1 

生涯学習推進会

議の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

8
2 

野生鳥獣等対策

協議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

     

7
1 

まち・ひと・し

ごと創生総合戦

略会議の委員 

会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
2 

庁舎建設等検討

委員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
3 

公共施設最適化

検討委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
4 

指定管理者選定

評価委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
5 

地域包括ケア推

進会議の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
6 

高齢者支援検討

会議の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
7 

地域包括支援セ

ンター運営協議

会の委員 

会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
8 

健康食育推進協

議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

7
9 

男女共同参画推

進委員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

8
0 

人権施策推進協

議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

8
1 

生涯学習推進会

議の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

8
2 

野生鳥獣等対策

協議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 
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8
3 

松川サク工業振

興基金委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

8
4 

中心市街地商店

街空店舗対策事

業補助金審査会

の委員 

会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

8
5 

あつぎ食ブラン

ド選定委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

8
6 

地域公共交通会

議の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

8
7 

市史編集専門委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

8
8 

教育振興基本計

画審議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 
(部会の長

である委

員にあっ

ては、11,
000円) 

8
9 

こどもアート展

審査会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

9
0 

和田傳文学賞審

査会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

9
1 

厚木こども科学

賞審査会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

9
2 

教科用図書採択

検討委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

9
3 

あつぎ郷土博物

館協議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

     

8
3 

松川サク工業振

興基金委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

8
4 

中心市街地商店

街空店舗対策事

業補助金審査会

の委員 

会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

8
5 

あつぎ食ブラン

ド選定委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

8
6 

地域公共交通会

議の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

8
7 

市史編集専門委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

8
8 

教育振興基本計

画審議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 
(部会の長

である委

員にあっ

ては、8,8
00円) 

8
9 

こどもアート展

審査会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

9
0 

和田傳文学賞審

査会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

9
1 

厚木こども科学

賞審査会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

9
2 

教科用図書採択

検討委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

9
3 

あつぎ郷土博物

館協議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 
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9
4 

災害弔慰金等支

給審査会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

9
5 

産業振興推進委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

9
6 

予防接種健康被

害調査委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
25,000円 

委員 日

額 
20,000円 

9
7 

環境教育等推進

協議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

9
8 

廃棄物減量等推

進審議会の委員 
会長 日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

9
9 

農業振興推進委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

1
0
0 

新たな交流拠点

検討委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
11,000円 

委員 日

額 
10,000円 

 

9
4 

災害弔慰金等支

給審査会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

9
5 

産業振興推進委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

9
6 

予防接種健康被

害調査委員会の

委員 

委員

長 
日

額 
25,000円 

委員 日

額 
20,000円 

9
7 

環境教育等推進

協議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

9
8 

廃棄物減量等推

進審議会の委員 
会長 日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

9
9 

農業振興推進委

員会の委員 
委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

1
0
0 

新たな交流拠点

検討委員会の委

員 

委員

長 
日

額 
8,800円 

委員 日

額 
7,800円 

 

備考 略 備考 略 
  

 



議案第３８号 
 
 

厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例及び厚木市病院事業管理

者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 
 
 
厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例及び厚木市病院事業管理者の給与

及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり同意する。 
 
 
  令和７年１１月２５日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例及び厚木市病院事業管理者の給与

及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 
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厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例及び厚木市病 

院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

（厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第１条  厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例（昭和36年厚木市

条例第２号）の一部を次のように改正する。 

    第６条第２項各号列記以外の部分中「100分の217.5」を「100分の222.5」

に改める。 

第２条  厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

    第６条第２項各号列記以外の部分中「100分の222.5」を「100分の220」に

改める。 

（厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成23年厚木市

条例第14号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項各号列記以外の部分中「100分の217.5」を「100分の222.5」

に改める。 

第４条 厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条第２項各号列記以外の部分中「100分の222.5」を「100分の220」に

改める。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、

令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関す

る条例（以下「改正後の常勤特別職職員条例」という。）第６条第２項の規

定及び第３条の規定による改正後の厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に

関する条例（以下「改正後の病院事業管理者条例」という。）第６条第２項

の規定は、それぞれその基準日が令和７年12月１日である期末手当から適用

する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の常勤特別職職員条例又は改正後の病院事業管理者条例の規定を適

用する場合においては、第１条の規定による改正前の厚木市常勤特別職職員

の給与及び旅費に関する条例の規定又は第３条の規定による改正前の厚木市

病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期

末手当は、それぞれ改正後の常勤特別職職員条例又は改正後の病院事業管理

者条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 

…教育委員会に関係する改正規定 
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新旧対照表 
新 旧 

厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正（第１条関係） 
厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正（第１条関係） 
(期末手当) (期末手当) 

第6条 略 第6条 略 
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

222.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

217.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3～5 略 3～5 略 
  
厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正（第２条関係） 
厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正（第２条関係） 
(期末手当) (期末手当) 

第6条 略 第6条 略 
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

222.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3～5 略 3～5 略 
  

厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正（第３条関係） 
厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正（第３条関係） 
(期末手当) (期末手当) 

第6条 略 第6条 略 
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

222.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

217.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3～5 略 3～5 略 
  

厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正（第４条関係） 
厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正（第４条関係） 
(期末手当) (期末手当) 

第6条 略 第6条 略 
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

222.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

参考資料 
…教育委員会に関係する改正箇所 
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じて得た額とする。 乗じて得た額とする。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3～5 略 3～5 略 
  

 



 

議案第３９号 
 
 

令和７年度教育予算補正について（一般会計） 
 
 
令和７年度教育予算補正（一般会計）について、別紙のとおり同意する。 

 
 

令和７年１１月２５日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
令和７年度教育予算補正（一般会計）について、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 



令和７年度教育予算補正（一般会計）

１　総　括

　（歳　入）

　（歳　出）

※　市長の権限に属する事務の補助執行に係る予算を含む。

※　歳入については教育委員会の特定財源のみを記載しているため、歳入と歳出の合計額は一致しない。

教育部 2,194,756 1,200 2,195,956

（単位：千円）

（単位：千円）

部　　　名 補正前の額 補正額 計

補正額 計

教育部 9,184,887 66,244 9,251,131

部　　　名 補正前の額

1



2

２　歳　入



3

３　歳　出
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第２表 繰越明許費 

                                 （単位：千円） 

款 項 事業名 金額 

50 教育費 
10 小学校費 

小学校校舎・体育館改修事業（長寿命化） 7,480 

小学校維持補修事業 32,223 

小学校給食施設維持補修事業 3,696 

学校給食施設改修事業（長寿命化） 21,879 

15 中学校費 中学校校舎・体育館改修事業（長寿命化） 16,742 

 

第３表 債務負担行為補正 

追 加                                 （単位：千円） 

事項 期間 限度額 

小中学校体育館冷暖房設備賃借料（その２） 
 令和８年度～ 

令和18年度 
804,960 

北部学校給食センター調理等業務委託経費 

（厚木第二小学校分） 
令和８年度 23,353 

南部学校給食センター空調設備設置経費 令和８年度 78,100 
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第４表 地方債補正 

変 更                                 （単位：千円） 

補正前 補正後 

起債の

目的 
限度額 

起債の 

方法 
利率 

償還の 

方法 
限度額 

起債の

方法 
利率 

償還の 

方法 

小学校 

整備事

業 

953,700 普通貸借

又は証券

発行。 

なお、起

債の全部

又は一部

を翌年度

へ繰り越

して借り

入れるこ

とができ

る。 

 

年5.0％

以内 

(ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る政府資

金等につ

いて、利

率の見直

しを行っ

た後にお

いては、

当該見直

し後の利

率） 

 

償還期間

は、据置

期間を含

め30年以

内。 

ただし、

財政上の

都合によ

り償還期

限を短縮

し、繰上

償還し、

又は低利

債に借り

換えるこ

とができ

る。 

954,900 補正前

に同じ 

 

補正前

に同じ 

 

補正前

に同じ 
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議案第４０号については、 

非公開案件となります。 

 

 



資料１ 

 

 

 

事務の臨時代理の報告について 

 

 

 厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、別紙の

とおり臨時に代理したので、同規則第６条の規定により報告する。 

 

 

  令和７年１１月２５日提出 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 



 

 

                 

臨 時 代 理 書 

 

 

 厚木市中学校部活動の在り方検討委員会への諮問について、別紙のとおりその事務を臨

時に代理する。 

 

 

  令和７年１１月６日 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

理由 

 令和７年１１月６日付けで厚木市中学校部活動の在り方委員会へ諮問する必要が生じた

が、教育委員会会議を招集する時間的余裕がないので、厚木市教育委員会教育長に対する

事務委任等に関する規則第３条の規定により、その事務を臨時に代理する。 



 
 

令和７年 11 月６日  

 

 厚木市中学校部活動の在り方検討委員会 

委員長 小泉 綾 様 

 

                        厚木市教育委員会 

 

厚木市中学校部活動の今後の在り方について（諮問） 

 

将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保・充

実するため、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障することを目

指し、「厚木市立中学校部活動地域展開推進計画」の策定に関し、地域展開に向

けた諸課題への対応も含め、貴検討委員会の意見を求めるため、次の事項につい

て諮問します。 

 

諮問事項 

(1)厚木市立中学校部活動地域展開推進計画に関する事項 

(2)その他部活動の地域展開に当たり必要な事項 



報告事項２については、 

非公開案件となります。 

  



3,274
生徒1,000人当たりの

発生件数(件) 16.3

10.4 12.6

※1　暴力行為の定義（文部科学省）
「暴力行為」とは、「自校の児童生徒が、故意に有形力（目に見える物理的な力）を加える行為」をいい、被暴力行為の対象によっ
て、「対教師暴力」（教師に限らず、用務員等の学校職員も含む。）、「生徒間暴力」（何らかの人間関係がある児童生徒同士に限
る。）、「対人暴力」（対教師暴力，生徒間暴力の対象者を除く。）、学校の施設・設備等の「器物損壊」の四形態に分ける。ただ
し、家族・同居人に対する暴力行為は含まない。

生徒1,000人当たりの
発生件数(件) 8.9 8.8 6.6 7.5 9.2

16.7

全国
発生件数(件) 29,320 28,518 21,293 24,450 29,699 33,617 40,039

15.8 8.5 9.8 12.7 14.0
神奈川県

発生件数(件) 3,277 3,143 1,714 1,961 2,531 2,800

厚木市
発生件数(件) 111 191 67 55 45 106 133

生徒1,000人当たりの
発生件数(件) 19.1 33.7 11.7 9.7 7.9 19.0 24.1

70,009 82,997

13.8

中学校 30年度 １年度 ２年度 ３年度

全国
発生件数(件)

児童1,000人当たりの
発生件数(件)

36,536 43,614 41,056

6.8 6.5 7.7 9.9 11.55.7

４年度 ５年度 ６年度

14.3

13.7 15.5 13.6 14.2 15.4 20.0

134 146

6,170 6,944 6,054 6,224 6,712 8,617 10,895

６年度小学校

268 194 143 142 112

30年度 １年度

厚木市
発生件数(件)

児童1,000人当たりの
発生件数(件)

神奈川県
発生件数(件)

児童1,000人当たりの
発生件数(件) 25.8

２年度 ３年度 ４年度 ５年度

23.0 16.9 12.8 12.8 10.3 12.9

48,138 61,455

１　暴力行為
※1

の発生状況（対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力、器物損壊）

　厚木市、神奈川県は公立小・中学校（中等教育学校前期課程を含む）
　全国は国公私立小・中学校（中等教育学校前期課程を含む）

令和６年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果　

23.0 

16.9 

12.8 12.8 
10.3 

12.9 
14.3 

13.7 
15.5 

13.6 14.2 
15.4 

20.0 

25.8 

5.7 6.8 6.5 
7.7 

9.9 11.5 
13.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

30年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

小学校 児童1,000人当たりの暴力行為発生件数推移

厚木市

神奈川県

全国

19.1 

33.7 

11.7 
9.7 

7.9 

19.0 

24.1 

16.3 
15.8 

8.5 

9.8 12.7 14.0 
16.7 

8.9 8.8 
6.6 7.5 

9.2 
10.4 

12.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

30年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

中学校 生徒1,000人当たりの暴力行為発生件数推移

厚木市

神奈川県

全国

(件)

(件)
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85.7 98.8

児童1,000人当たりの
認知件数(件) 66.0 75.8 66.5 79.9 89.1 96.5 101.9

80.4 77.3 77.8 76.4

児童1,000人当たりの
認知件数(件) 64.5 107.4 83.8 121.6

420,897 500,562 551,944 588,930 610,612

25,770

151.8 174.0 136.4

児童1,000人当たりの
認知件数(件) 44.7 50.8 43.4 58.6 73.6

全国

解消率(％) 84.7 83.6

91.1

認知件数(件) 425,844 484,545

31,869 36,885 41,685

解消率(％) 92.8 94.6 92.5 94.7 91.7 92.5

神奈川県

認知件数(件) 20,155 22,782 19,287

77.5

1,813 1,393

解消率(％) 96.4 99.6 99.8 99.7 99.9 99.8 99.9

認知件数(件) 751 1,235 939 1,346 1,648

30年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度小学校

87.2

76.0

※2　いじめの定義（いじめ防止対策推進法　平成25年法律第71号）
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童
生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となっ
た児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」をいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

100.0 99.2 99.2

厚木市

中学校 30年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

100.0

90.1 89.6 86.7

６年度

厚木市

認知件数(件) 135 181 105 136 129 115 114
生徒1,000人当たりの

認知件数(件) 23.2 31.9 18.3 23.9 22.7 20.6 20.7

解消率(％) 99.3 98.3

76.9 79.1 76.1

97.4

神奈川県

認知件数(件) 4,661 5,114 3,619 4,822 5,917 7,058 8,785
生徒1,000人当たりの

認知件数(件) 23.2 25.6 18.0 24.0 29.6 35.3 44.9

解消率(％) 90.5 94.1

74.8

２　いじめ
※2

の認知状況・解消の状況
※3

84.7

全国

認知件数(件) 97,704 106,524 80,877 97,937 111,404 122,703 135,865
生徒1,000人当たりの

認知件数(件) 29.8 32.8 24.9 30.0 34.3 38.1 42.6

解消率(％) 82.9 81.5

※3　いじめの解消
「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされる場合であっ
ても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
① いじめに係る行為の解消　② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

64.5 

107.4 
83.8 

121.6 
151.8 

174.0 

136.4 

44.7 
50.8 43.4 58.6 

73.6 
85.7 

98.8 

66.0 
75.8 66.5 

79.9 
89.1 96.5 101.9 
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小学校 児童1,000人当たりのいじめ認知件数推移

厚木市

神奈川県

全国

23.2 
31.9 18.3 

23.9 
22.7 20.6 20.7 23.2 25.6 18.0 

24.0 

29.6 35.3 

44.9 

29.8 32.8 

24.9 
30.0 

34.3 38.1 

42.6 
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中学校 生徒1,000人当たりのいじめ認知件数推移

厚木市

神奈川県

全国

(件)

(件)
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３　不登校
※4

児童・生徒数及び改善の状況
※5

小学校 30年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

厚木市

不登校児童数(人) 104 104 103 130 149 142 159
児童100人当たりの
不登校者数(人) 0.89 0.90 0.92 1.17 1.37 1.35 1.56

改善率(％) 78.8 70.2 32.0 42.3 52.3 50.0 32.7

神奈川県

不登校児童数(人) 3,739 4,578 5,126 6,267 7,987 9,590 10,192
児童100人当たりの
不登校者数(人) 0.83 1.02 1.15 1.42 1.83 2.23 2.40

改善率(％) 55.0 50.0 32.9 30.9 34.7

6.93厚木市

不登校生徒数(人)

7.01

37.6 39.6

44,841 53,350 63,350 81,498 105,112 130,370 137,704

0.70 0.83 1.00 1.30 1.70 2.13 2.30

49.2

388 387270

27.6 30.6 30.7

中学校 30年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

全国

不登校児童数(人)
児童100人当たりの
不登校者数(人)

改善率(％) 46.0 27.8 27.1

328

改善率(％) 86.7 88.1 53.2 47.7 41.4

4.93 5.32 5.78
生徒100人当たりの
不登校者数(人) 4.63 5.61

318 282 302

神奈川県

不登校生徒数(人) 8,855 9,570 9,141 10,389 12,336 14,039 14,058
生徒100人当たりの
不登校者数(人) 4.40 4.80 4.56 5.13 6.12 7.03 7.12

改善率(％) 52.9 48.5 29.0 26.7 27.4

5.98 6.70 6.79

改善率(％) 48.4 46.1 28.1 28.1

36.442.5

27.0 30.0 29.8

※4　不登校の定義（文部科学省）
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間
30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの

※5　不登校の改善率
《２年度から》不登校児童生徒数に占める、「指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒」の割合
《１年度まで》不登校児童生徒数に占める、「指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒」と「指導中の児童生徒のうち継
　　　　　　　続した登校には至らないものの好ましい変化がみられるようになった児童生徒」の合計の割合

29.7 30.5

全国

不登校生徒数(人) 119,687 127,922 132,777 163,442 193,936 216,112 216,266
生徒100人当たりの
不登校者数(人) 3.65 3.94 4.09 5.00

0.89 
0.90 0.92 

1.17 
1.37 1.35 

1.56 

0.83 1.02 1.15 
1.42 

1.83 

2.23 2.40 

0.70 0.83 

1.00 

1.30 
1.70 

2.13 2.30 

0.00
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30年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

小学校 児童100人当たりの不登校者数の推移

厚木市

神奈川県

全国

4.63 
5.61 

4.93 5.32 5.78 
6.93 

7.01 

4.40 
4.80 4.56 5.13 

6.12 
7.03 7.12 

3.65 
3.94 4.09 

5.00 
5.98 

6.70 6.79 

0.00

4.00

8.00

30年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

中学校 生徒100人当たりの不登校者数の推移

厚木市

神奈川県

全国

(人)

(人)
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報告事項４については、 

非公開案件となります。 

  


